
務 00 01 ５年

（令和９年３月末まで保存）

情 管 第 1 5 号

令 和 ３ 年 ５ 月 3 1 日

各 所 属 長 殿

青 森 県 警 察 本 部 長

青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する

規則の一部を改正する規則の制定について

この度、青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関

する規則の一部を改正する規則（令和３年５月青森県公安委員会規則第七号。以下「規

則」という。）が別添のとおり制定され、令和３年６月１日から施行されることとな

ったので、所属職員に周知徹底し、事務処理上誤りのないようにされたい。

記

１ 制定の理由

警察庁において、行政手続の一部について電子情報処理組織を使用し、都道府県

警察への申請を受け付ける「警察行政手続サイト」の運用を開始することから、当

該規則について所要の改正を行うもの。

２ 制定の内容

(1) 電子申請時の必要事項の入力等に関する規定の整備

規則第４条中「入力して」とあるのを「入力し、又は送信して」に改めるなど、

規定を整備した。

(2) 本職への事務の委任

ア 電子署名及び電子証明書の送信以外による申請等を行う者の確認方法につい

て、本職が指定することとされた。

イ 商業登記法又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務

に関する法律により定められたもの以外の電子証明書（署名用電子証明書含

む。）について、本職が別に定めることとされた。

(3) その他

所要の規定を整備した。

３ その他

規則上、本職が指定し又は定めることとされた事項については、必要が生じた際

に、別途指定し又は定める。

本件：情報管理課情報企画係

電 子 書 庫 掲 載

規 則 全 文 公 表



（
別
添
）

青
森
県
公
安
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

成

田

晋



青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号

青
森
県
公
安
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
公
安
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
九
年
十
一
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、

そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定

と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て

い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
国
家
公
安
委
員
会

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
行
政
手
続
等
に
お

の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術

け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法

法
律
の
施
行
に
伴
う
国
家
公
安
委
員
会
の

律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
国
家
公
安
委

所
管
す
る
関
係
法
令
に
規
定
す
る
対
象
手

員
会
規
則
第
六
号
）
及
び
青
森
県
行
政
手

続
等
を
定
め
る
国
家
公
安
委
員
会
規
則
（

続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

平
成
十
五
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六

に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
十
月
青
森

号
。
以
下
「
国
家
公
安
委
員
会
規
則
」
と

県
条
例
第
六
十
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と

い
う
。
）
及
び
青
森
県
行
政
手
続
等
に
お

い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
令
等
（

け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

法
律
及
び
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
県
の

条
例
（
平
成
十
九
年
十
月
青
森
県
条
例
第

条
例
若
し
く
は
他
の
規
則
を
い
う
。
以
下

六
十
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）

同
じ
。
）
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を

の
規
定
に
基
づ
き
、
法
令
等
（
法
律
及
び



除
く
ほ
か
、
公
安
委
員
会
等
に
係
る
行
政

法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
県
の
条
例
若
し

手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す

く
は
他
の
規
則
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利

に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か

用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
つ
い
て

、
公
安
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
を

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ

の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方

法
に
よ
り
行
う
場
合
に
つ
い
て
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

［
略
］

第
二
条

［
同
上
］

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規

２

［
同
上
］

則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語

の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

電
子
情
報
処
理
組
織

公
安
委
員
会

［
号
を
加
え
る
。
］

等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出

力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
申

請
等
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
（
公
安
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
正
常
に
通
信
で
き
る
機

能
を
備
え
た
も
の
と
す
る
。
）
と
を
電

気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
も
の
を
い
う

。
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
申
請
等
の
告
示
）

せ
る
こ
と
が
で
き
る
申
請
等
の
告
示
）



第
三
条

公
安
委
員
会
は
、
情
報
通
信
技
術

第
三
条

公
安
委
員
会
は
、
国
家
公
安
委
員

を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法

会
規
則
第
五
条
第
一
項
及
び
条
例
第
三
条

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
安
委
員
会
等

以
下
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い
う

に
対
し
て
行
わ
れ
る
申
請
等
の
う
ち
、
電

。
）
第
六
条
第
一
項
又
は
条
例
第
三
条
第

子
情
報
処
理
組
織
（
公
安
委
員
会
等
の
使

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
安
委
員
会
等
に

用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を

対
し
て
行
わ
れ
る
申
請
等
の
う
ち
、
電
子

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
申
請
等
を
行
う

情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
せ
る
こ

者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気

と
が
で
き
る
も
の
を
定
め
た
と
き
は
、
こ

通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組

れ
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
て

行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
定
め
た

と
き
は
、
こ
れ
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る

。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

第
四
条

前
条
の
告
示
に
係
る
申
請
等
を
電

第
四
条

前
条
の
告
示
に
係
る
申
請
等
を
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
者
（

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
者
（

以
下
「
電
子
申
請
等
を
行
う
者
」
と
い
う

以
下
「
電
子
申
請
等
を
行
う
者
」
と
い
う

。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
電

。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
電

子
申
請
等
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子

子
申
請
等
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
か
ら
入
力
し
、
又
は
送
信
し
て
行

計
算
機
か
ら
入
力
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
電
子
申
請
等
を

電
子
申
請
等
を
行
う
者
は
、
第
二
号
及
び

行
う
者
は
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ

第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
入
力
し
、
又
は

る
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
法

送
信
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
法
令
等
の
規

令
等
の
規
定
に
基
づ
き
添
付
す
べ
き
こ
と

定
に
基
づ
き
添
付
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て

と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
又
は
電
磁
的
記
録

い
る
書
面
等
又
は
電
磁
的
記
録
を
提
出
す

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



る
こ
と
が
で
き
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

［
項
を
削
る
。
］

２

前
項
に
規
定
す
る
入
力
は
、
公
安
委
員
会

等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信

回
線
を
通
じ
て
接
続
で
き
る
機
能
及
び
接
続

の
際
に
公
安
委
員
会
等
か
ら
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

付
与
さ
れ
た
場
合
に
、
こ
れ
を
正
常
に
稼
働

さ
せ
ら
れ
る
機
能
を
備
え
た
電
子
計
算
機
を

使
用
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
申
請
等
を
行

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
申
請
等
を

う
者
は
、
当
該
申
請
等
に
係
る
事
項
に
つ

行
う
者
は
、
当
該
申
請
等
に
係
る
事
項
に

い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該

つ
い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
当

電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
で
あ
っ
て

該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
で
あ
っ

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
す
る
も
の
と
す
る

の
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
す
る
も
の
と
す

。
た
だ
し
、
警
察
本
部
長
の
指
定
す
る
方

る
。
た
だ
し
、
公
安
委
員
会
の
指
定
す
る

法
に
よ
り
当
該
申
請
等
を
行
っ
た
者
を
確

方
法
に
よ
り
当
該
申
請
等
を
行
っ
た
者
を

認
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
、

確
認
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い
。

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律

一

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律

第
百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一

第
百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一

項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
他

項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
登
記

の
法
令
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場

官
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
登
記

官
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書

［
二

略
］

［
二

同
上
］



三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
警

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公

察
本
部
長
が
別
に
定
め
る
電
子
証
明
書

安
委
員
会
が
別
に
定
め
る
電
子
証
明
書

３

公
安
委
員
会
等
は
、
電
子
申
請
等
を
行

４

公
安
委
員
会
等
は
、
電
子
申
請
等
を
行

う
者
が
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲

う
者
が
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲

げ
る
事
項
を
入
力
し
、
又
は
送
信
す
る
場

げ
る
事
項
を
入
力
す
る
場
合
に
お
い
て
、

合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
申
請
等
に
つ
い

は
、
当
該
申
請
等
に
つ
い
て
定
め
た
法
令

て
定
め
た
法
令
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に

、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
入
力
し
、

掲
げ
る
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
を
要
し
な

又
は
送
信
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と

い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

電
子
申
請
等
を
行
う
者
に
係
る
前
項
第

一

電
子
申
請
等
を
行
う
者
に
係
る
第
三
項

一
号
に
掲
げ
る
電
子
証
明
書
を
送
信
す
る

第
一
号
に
掲
げ
る
電
子
証
明
書
を
送
信
す

と
き

当
該
申
請
等
を
行
う
者
に
係
る
登

る
と
き

当
該
申
請
等
を
行
う
者
に
係
る

記
事
項
証
明
書
で
あ
っ
て
、
当
該
申
請

登
記
事
項
証
明
書
で
あ
っ
て
、
当
該
申

等
を
行
う
者
の
名
称
、
所
在
地
、
代
表

請
等
を
行
う
者
の
名
称
、
所
在
地
、
代

者
の
氏
名
又
は
資
格
を
確
認
す
る
た
め

表
者
の
氏
名
又
は
資
格
を
確
認
す
る
た

に
添
付
を
求
め
て
い
る
も
の
に
記
載
さ

め
に
添
付
を
求
め
て
い
る
も
の
に
記
載

れ
た
事
項

さ
れ
た
事
項

二

電
子
申
請
等
を
行
う
者
に
係
る
前
項
第

二

電
子
申
請
等
を
行
う
者
に
係
る
第
三
項

二
号
に
掲
げ
る
電
子
証
明
書
を
送
信
す
る

第
二
号
に
掲
げ
る
電
子
証
明
書
を
送
信
す

と
き

当
該
申
請
等
を
行
う
者
に
係
る
住

る
と
き

当
該
申
請
等
を
行
う
者
に
係
る

民
票
の
写
し
で
あ
っ
て
、
当
該
申
請
等
を

住
民
票
の
写
し
で
あ
っ
て
、
当
該
申
請
等

行
う
者
の
氏
名
、
住
所
、
性
別
又
は
生
年

を
行
う
者
の
氏
名
、
住
所
、
性
別
又
は
生

月
日
を
確
認
す
る
た
め
に
添
付
を
求
め
て

年
月
日
を
確
認
す
る
た
め
に
添
付
を
求
め



い
る
も
の
に
記
載
さ
れ
た
事
項

て
い
る
も
の
に
記
載
さ
れ
た
事
項

三

電
子
申
請
等
を
行
う
者
に
係
る
前
項

三

電
子
申
請
等
を
行
う
者
に
係
る
第
三
項

第
三
号
に
掲
げ
る
電
子
証
明
書
を
送
信

第
三
号
に
掲
げ
る
電
子
証
明
書
で
あ
っ
て

す
る
と
き

当
該
申
請
等
を
行
う
者
に

、
公
安
委
員
会
等
が
別
に
定
め
る
も
の
を

係
る
登
記
事
項
証
明
書
で
あ
っ
て
、
当

送
信
す
る
と
き

当
該
申
請
等
を
行
う
者

該
申
請
等
を
行
う
者
の
名
称
、
所
在
地

に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
又
は
住
民
票
の

、
代
表
者
の
氏
名
若
し
く
は
資
格
を
確

写
し
で
あ
っ
て
、
当
該
申
請
等
を
行
う

認
す
る
た
め
に
添
付
を
求
め
て
い
る
も

者
の
氏
名
、
住
所
、
性
別
又
は
生
年
月

の
又
は
住
民
票
の
写
し
で
あ
っ
て
、
当

日
を
確
認
す
る
た
め
に
添
付
を
求
め
て

該
申
請
等
を
行
う
者
の
氏
名
、
住
所
、

い
る
も
の
に
記
載
さ
れ
た
事
項

性
別
又
は
生
年
月
日
を
確
認
す
る
た
め

に
添
付
を
求
め
て
い
る
も
の
に
記
載
さ

れ
た
事
項

[

四

略]
[

四

同
上]

４

書
面
等
以
外
の
有
体
物
の
提
出
を
要
す

５

書
面
等
以
外
の
有
体
物
の
提
出
を
要
す

る
電
子
申
請
等
を
行
う
者
が
第
一
項
の
入

る
電
子
申
請
等
を
行
う
者
が
第
一
項
の
入

力
又
は
送
信
を
行
う
と
き
は
、
警
察
本
部

力
を
行
う
と
き
は
、
警
察
本
部
長
の
定
め

長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面
等
以
外
の

等
以
外
の
有
体
物
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

有
体
物
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

５

法
令
等
の
規
定
に
基
づ
き
同
一
内
容
の

６

法
令
等
の
規
定
に
基
づ
き
同
一
内
容
の

書
面
等
を
複
数
必
要
と
す
る
申
請
等
（
副

書
面
等
を
複
数
必
要
と
す
る
申
請
等
（
副

本
又
は
写
し
を
正
本
と
併
せ
必
要
と
す
る

本
又
は
写
し
を
正
本
と
併
せ
必
要
と
す
る

も
の
を
含
む
。
）
を
行
う
者
が
、
第
一
項

も
の
を
含
む
。
）
を
行
う
者
が
、
第
一
項

の
入
力
又
は
送
信
を
行
っ
た
と
き
は
、
同

の
入
力
を
行
っ
た
と
き
は
、
同
項
の
規
定

項
の
規
定
に
よ
り
入
力
し
、
又
は
送
信
さ

に
よ
り
入
力
さ
れ
た
事
項
に
係
る
書
面
等



れ
た
事
項
に
係
る
書
面
等
は
、
当
該
申
請

は
、
当
該
申
請
等
に
係
る
必
要
な
数
が
提

等
に
係
る
必
要
な
数
が
提
出
さ
れ
た
も
の

出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

と
み
な
す
。

（
申
請
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困

難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部

分
が
あ
る
場
合
）

第
五
条

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第

［
条
を
加
え
る
。
］

六
項
に
規
定
す
る
申
請
等
の
う
ち
に
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と

認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
は
、
次
に

掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

申
請
等
を
す
る
者
に
つ
い
て
対
面
に

よ
る
本
人
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
る
と

公
安
委
員
会
等
が
認
め
る
場
合

二

申
請
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ

の
原
本
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
公

安
委
員
会
等
が
認
め
る
場
合

三

前
二
号
に
掲
げ
る
ほ
か
、
申
請
等
の

全
部
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す

る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
不
可
能
又

は
申
請
等
に
係
る
利
便
性
を
著
し
く
損

な
う
場
合

（
委
任
）

（
委
任
）

第
六
条

［
略
］

第
五
条

［
同
上
］



備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


